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特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟 
第 48 回理事会 議事概要 

■招 集 月 日  2026 年 1 月 13 日（火） 

■開 催 日 時  2026 年 1 月 27 日（火）18 時 35 分～21：04 

■開 催 場 所  難波市民学習センター 第 3 研修室 

大阪市浪速区湊町 1-4-1 ＯＣＡＴビル４階 

■理 事 総 数   24 人  

■出 席 者 数   23 人（本人出席 19 人、議決権行使者：4 人） 出席監事 2 人 

会 長  椎木 茂久 

副  会  長  山中 保博 

専務理事  井指 康裕 

常務理事  安達 芳恵、池上 健三、小西 宏之、坂下 勝正、柴田 秀治、 

理事  並川 耕士、深尾 真美、藤田 幸久、三宅  要、村井 正信 

理  事  糸原 一輝、大倉 節子、大野 鐘三、数野 哲也、熊取谷 信子 

津田 光央、鶴川 久寿、中島 静一、早川 禎一、升田  昭、 

森井 正和 

監  事  塚口 洋之、福本 康史 

   （注）氏名の下線は議決権行使者。 斜体字は欠席者。                      

1．開 会 

井指康裕専務理事進行のもと、同専務理事が 18 時 30 分現在における理事総数 24 人

に対する出席者数が 19 人（本人出席 15 人、議決権行使者４人）と定足数を充足し

ていることを確認し、18 時 35 分に開会を宣言した。 

（注）最終理事出席者数；23 人（本人出席 19 人、議決権行使者 4 人）。監事；2 人 

2．議長、議事録署名人および議事録作成者の選任 

椎木茂久会長のあいさつの後、定款第 35 条の規定により会長が専務理事を議長に指

名。井指専務理事が議長となり、議事録作成者に三宅要氏、議事録署名人に、坂下

勝正、津田光央の両氏を選任したい旨を述べ、これを諮ったところ満場一致で承認

されたので、直ちに議案審議に入った。 

 

３．議案の経過要領および議案別議決の結果 

 

第 1 号議案 2025 年度事業報告および活動計算報告について 

議長から 2025 年度の事業報告が資料に基づいて説明がなされた。続いて、2025 年度

活動計算報告の説明がなされた。 

これらの議案に対し特に意見・要望等が出ないため、議長が賛否を諮ったところ全員異
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議なく承認、可決された。 

 

第 2 号議案 2026 年度事業計画（案）および活動予算（案）について 

議長から 2026 年度の事業計画(案)および活動予算(案)の資料に基づき説明がなされ

た。競技会については他府県と競技会の日程が重ならないよう考慮し計画したとの報

告があった。その中で、第 74 回大阪マスターズ陸上競技記録会の日程が 11 月 1 日か

ら 10 月 18 日に変更となることが報告された。10 月 18 日は関西学連の競技会と日程

が重なるため、関西学連に関わる審判への依頼や学生審判員の応援が難しいと考えら

れる。 

活動予算案については糸原理事より、2026 年度は服部緑地での開催が多いことから参

加者が減少する可能性が考えられるため、予算を見直すべきではないかとの意見があ

った。これに対し大野理事より、参加種目数を 1 人２種目から３種目までに変更して

はどうかとの提案があったが、現状では運営が厳しいと判断しこれまで通りとするこ

ととなった。また、研修会の参加対象をコロナ禍前に実施していた小学生以上に変更

してはどうかとの意見があった。参加対象を広げることで今後のマスターズ陸上の普

及にも繋がると考えられるため、11 月 15 日の大阪マスターズ研修会から実施する方

向で検討することとなった。 

これらの議案に対し上記以外に意見・要望等がないため、議長が賛否を諮ったところ

全員異議なく承認、可決された。 

 

第 3 号議案 2025 年度通常総会の準備について 

議長より総会当日の運営についての説明や担当の確認がなされた。なお、数野哲也理事

が総会当日欠席との報告があった。また、1 月 27 日現在の定足数は 249 人（本人出

席：21 人、委任状提出者：228 人）であることが報告された。 

これらの議案に対し特に意見・要望等がないため、議長が賛否を諮ったところ全員異議

なく承認、可決された。 

 

第 4 号議案 常務理事会の報告と常務理事会への委任事項について 
議長から各議案の説明がされた。 

これらの議案に対し特に意見・要望等がないため、議長が賛否を諮ったところ全員異

議なく承認、可決された。 

 

第 5 号議案 定款の改定について 
議長から定款の一部改定の説明がされ、その詳細として椎木会長より別紙資料に基づ

く説明と、以下の提案がなされた。 

定款については、①第７条の新設 ②第 16 条 文言の追加 ③第 25 条 文言の追加 

④第 30 条 文言の削除、会員規定については、第５条の一部修正、追加、また、定

款第 15 条３項に従う承継順序の設定に対する規定として業務承継規定の提案、さら

に弔事規定の新設。 

これらの議案に対し、多くの意見が出されたが本日は承認に至らず、夏に開催を予定

している理事会において再度審議することとなった。 
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第 6 号議案 2026 年度役員選出について 

議長より 2026～2027 年度新役員（理事・監事）と名誉会長・副会長、名誉顧問、顧

問総会時に会員に承認をお願いする旨の説明がなされた。 

また、新役員選出後に新理事で互選する副会長に深尾真美氏を追加推薦するとの報告

があった。あわせて、小西宏之、数野哲也、森井正和の 3 氏が任期満了により理事を

退任することが報告された。 

これらの議案に対し特に意見・要望等がないため、議長が賛否を諮ったところ全員異

議なく承認、可決された。 

 

第 7 号議案 その他 

1.審判依頼等の進捗確認（報告） 

審判編成主任の村井常務理事から、2026 年度より Google フォームを活用し審判依頼

をおこなうよう進めており、以下の通り進捗状況が報告された。 

現在、審判各位にメールにて審判依頼方法の回答依頼を行っており、返信待ちであ

る。回答期限は 1 月 31 日までとしている。なお、メールでの回答が困難な審判につ

いては、はがきにより回答を求めることとする。 

2.第 32 回近畿マスターズ駅伝について（報告） 

升田理事から別紙資料の説明がなされた。 

3.会報発行について（再確認） 

議長より会報発行について再確認、進捗状況の説明があった。 

4.競技会・研修会担当について（再確認） 

議長より資料に基づき説明がなされた。これに対し議長が賛否を諮ったところ特に意

見・要望等がないため、資料記載の担当者で決定とした。 

 

5.その他 

 定款、規定等の見直しについて 

 2026 年７～８月に理事会を複数回開催し再度論議することとし、議長は理事に対

し、理事会への参加を促した。 

 

閉 会 

以上をもって特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟の第 45 回理事会の 

議案はすべて終了したため、議長は閉会を宣言した。（21 時 04 分） 

 

 


